
議案第１２２号 

   市道路線の認定について 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第８条第１項の規定により、下記のとおり市

道路線を認定することについて、同条第２項の規定により議決を求める。 

  令和６年６月５日提出 

さいたま市長 清 水 勇 人 

記 
 

路  線  名 
 
延  長 

   ｍ 

 
幅 員 

  ｍ 
起   点 終   点 重要な経過地 

Ｄ 第 ６ ９ ３ 号 線 40 72 4 00 

さいたま市南区辻二

丁目１１２９番８地

先 

さいたま市南区辻二

丁目１１２９番１２

地先 

 

Ｌ第１３７７号線 129 68 6 00 

さいたま市緑区大字

三室字北宿２１４３

番５地先 

さいたま市緑区大字

三室字北宿２１４１

番１６地先 

 

Ｌ第１３７８号線 100 11 5 00 

さいたま市緑区大字

三室字原前１１８０

番４地先 

さいたま市緑区大字

三室字原前１１８０

番１５地先 

 

第 ７ ９ ６ 号 線 39 18 4 00 

さいたま市中央区円

阿弥三丁目９５番３

地先 

さいたま市中央区円

阿弥三丁目９５番７

地先 

 

第 ７ ９ ７ 号 線 84 57 4 00 

さいたま市中央区大

戸五丁目５２５番１

地先 

さいたま市中央区大

戸五丁目５２９番２

地先 

 

１ ２ ９ ５ ５ 号 線 75 13 4 00 

さいたま市北区今羽

町２４５番１１地先 

さいたま市北区今羽

町２４５番４４地先 

 

 

１ ２ ９ ５ ６ 号 線 72 42 4 00 

さいたま市見沼区大

字小深作字小深作前

４５８番９地先 

さいたま市見沼区大

字小深作字小深作前

４７４番５地先 

 

１ ２ ９ ５ ７ 号 線 77 13 5 00 

さいたま市見沼区大

字東門前字本村２０

０番４地先 

さいたま市見沼区大

字東門前字本村２０

０番１１地先 

 

１ ２ ９ ５ ８ 号 線 51 51 

11 

～ 

12 

91 

 

04 

さいたま市見沼区島

町４９４番１１地先 

さいたま市見沼区島

町一丁目１０１番９

地先 

 

１ ２ ９ ５ ９ 号 線 92 13 4 00 

さいたま市見沼区大

字小深作字中島６４

７番４１地先 

さいたま市見沼区大

字小深作字中島６４

７番２０地先 

 

２ ２ ６ １ ０ 号 線 66 95 4 00 

さいたま市見沼区大

字中川字大山１０７

５番１地先 

さいたま市見沼区大

字中川字大山１０６

４番１３地先 

 

２ ２ ６ １ １ 号 線 117 14 

4 

～ 

5 

50 

 

00 

さいたま市見沼区大

字中川字大山１０６

４番５地先 

さいたま市見沼区大

字中川字大山１０６

８番５地先 

 



路  線  名 
 
延  長 

   ｍ 

 
幅 員 

  ｍ 
起   点 終   点 重要な経過地 

２ ２ ６ １ ２ 号 線 93 01 4 30 

さいたま市見沼区大

字中川字大山１０６

４番１５地先 

さいたま市見沼区大

字中川字大山１０６

４番１４地先 

 

２ ２ ６ １ ３ 号 線 52 16 4 00 

さいたま市見沼区大

字御蔵字高見７７２

番７地先 

さいたま市見沼区大

字御蔵字高見７７１

番８地先 

 

３ ２ ９ ７ ４ 号 線 66 36 5 00 

さいたま市北区大成

町四丁目５３６番２

１地先 

さいたま市北区大成

町四丁目５３６番１

４地先 

 

４ １ ７ １ ７ 号 線 81 29 4 00 

さいたま市西区大字

佐知川字金山１３７

８番１０地先 

さいたま市西区大字

佐知川字金山１３７

８番５地先 

 

 


